
 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望先】総務省、消防庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高齢化の進展等に伴う社会保障関係費の増嵩や公共施設等の老朽化対策をはじめ、

複雑・多様化する行政需要に適切に対応していくためには、持続可能な地方税財政

基盤を確立し、次世代に引き継いでいくことが必要である。 

 
(1) 地方交付税総額の確保・充実 
○ 交付税率引き上げ等による地方交付税総額の確保・充実および臨時財政対策債の 

廃止・縮減  
(2) 防災・減災対策の推進 
○ 「緊急防災・減災事業」「緊急自然災害防止対策事業」の延長  

(3) 公共施設等の老朽化対策に係る地方財政措置の充実 
○ 老朽化対策に係る地方財政措置の延長・拡充  

(4) 税収帰属の適正化に向けた地方税制改革 
○ 事業活動等の実態を反映した地方法人課税制度の検討 

・応益課税の性格を踏まえた法人事業税の分割基準の見直し 

・デジタル課税に係る新たな地方法人課税制度の検討 
 

 
(1) 地方交付税総額の確保・充実 
○ 厳しい地方財政の現状等を踏まえ、地方交付税の法定率の引き上げや臨時財政対策

債の廃止・縮減を含めた抜本的改革等による地方交付税総額の確保・充実が必要 
 

(2) 防災・減災対策の推進 
○「緊急防災・減災事業」「緊急自然災害防止対策事業」については、事業年度を令和

２年度までとされているが、頻発する災害被害の状況等を踏まえて、防災減災対策

をさらに推進する必要があることから、期限の延長が必要 
 

(3) 公共施設等の老朽化対策に係る地方財政措置の充実 
○ 公共施設等の老朽化対策にかかる、将来の地方財政負担の縮減・平準化のため、 

長寿命化対策に対する財政措置の延長および拡充（公用の建築物への拡充）が必要 
 

(4) 税収帰属の適正化に向けた地方税制改革 
○ 法人事業税の分割基準については、フランチャイズ企業等、事業形態の多様化と行

政サービスとの受益関係を的確に反映させ、税源帰属の適正化を図ることが必要 
 
○ デジタル課税に係る新たな国際ルールの制定により、日本に帰属する法人の利益が

増加する場合は、それを国税のみならず、地方税にも適切に反映させることが必要 

２．提案・要望の理由 

次世代に向けて持続可能な地方税財政基盤の確立 

１．提案・要望内容 
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(1) 地方交付税総額の確保・充実 
○ 県は、「滋賀県行政経営方針２０１９」を定め、歳入・歳出両面から収支改善に取

り組んでいるが、社会保障関係費の増嵩や老朽化対策、国土強靭化対策など、拡大

する行政需要に適切に対応するため、地方税財源の確保・充実が不可欠である。 
  

(2) 防災・減災対策の推進 
〇 県や市町では、「緊急防災・減災対策事業」「緊急自然災害防止対策事業」を活用し、

地域の防災・減災対策を推進してきたところであるが、全国で頻発する災害被害の

実態を踏まえ、適宜適切な対応を継続するため、事業の延長が必要である。 
 
 （活用実績および予算額） 

・緊急防災・減災事業債（H27～R1）   県：約 93 憶円 市町：約 128 億円 
・緊急自然災害防止対策事業債（R1、R2） 県：約 42 憶円 市町：約 ４億円 

 
(3) 公共施設等の老朽化対策に係る地方財政措置の充実 

 

 

 

 

 

 
 

 
○ 個別施設計画に基づき、着実に老朽化対策を進めるため、公共施設等適正管理推

進事業の延長が不可欠である。 

○ 大規模な自然災害が頻発するなか、災害時における支援や受援、復旧や復興にか

かる継続的な行政サービス提供のための重要な拠点となる県や市町の庁舎について

も、計画的な老朽化対策を進めていく必要があり､同事業の対象拡充が必要である｡ 
 

(4) 税収帰属の適正化に向けた地方税制改革 

○ フランチャイズ店舗では事業活動により生み出された収益の一部がロイヤリティ

として本部企業の収益になる一方で、当該店舗は本部企業の分割基準の対象となら

ないなど、事業活動に応じた税収が県に十分に帰属していない。 

 

 

○ 既存の国際課税原則では適正な課税が困難である企業に対する新たな課税(デジタ

ル課税)に係る国際的なルールの制定作業がＯＥＣＤで進められているところであ

るが、その結果が地方税制へどう反映されることになるのかが不透明である。 

 

 

（本県の取組状況と課題） 

担当：(1)(2) 総務部財政課財政企画係／市町振興課理財係  TEL 077-528-3182／3237 

(2) 知事公室防災危機管理局管理・情報係       TEL 077-528-3430 

   (3) 総務部行政経営推進課経営企画係／市町振興課理財係  TEL 077-528-3290／3237 

(4) 総務部税政課企画管理係             TEL 077-528-3211 

要望内容：フランチャイズ企業においてはフランチャイズ店舗を本部企業のみなし事業所とするなど、企業の
組織形態や事業活動の変化に対応した分割基準の見直しを図ること 

要望内容：新たな国際的ルールによって日本に帰属することとなる法人の利益が、地方税収に適切に反映
されるような法人課税制度を検討すること。 
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地方創生の一層の推進 

 

 

 

 

 

 

                   【提案・要望先】内閣官房、内閣府、外務省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方創生の推進は、東京一極集中を是正し、活力のある地域社会を実現するため

に重要。よって、一層の地方への財源支援と制度改善等を図られたい。 

（１）地方創生関係交付金の財源確保と制度改善 

○ 地方創生拠点整備交付金は、当初予算において３０億円措置されたが、多くの地方

自治体が活用できるよう制度を継続するとともに予算規模の拡充が必要 

〇 地方創生推進交付金は、事業終了後に継続する場合、深化・高度化を図り新規申請

する必要があるが、事業によって短期間での効果発現や自立が困難なものもあり、事

業期間の延長を認めるなど制度改善が必要 

（２）企業版ふるさと納税の推進に係る支援 

〇 地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム 企業版ふるさと納税分科会におい

て、地方自治体と企業のマッチング機会を創出されているが、地域での開催など取組

を広げた支援や首都圏における経済界への制度改正の周知・ＰＲ等が必要 

（３）ＳＤＧｓの推進に対する支援 

〇 「ＳＤＧｓ全国フォーラム」が全国的な取組となるように国の広報等の支援が必要 

 (1) 地方創生関係交付金の財源確保と制度改善 

○ 地方創生関係交付金に係る財源の継続的・安定的な確保 

〇 地方創生拠点整備交付金について、制度の継続と予算の拡充 

〇 地方創生推進交付金について、事業期間の延長を認めるなど制度の改善 

(2) 企業版ふるさと納税の推進に係る支援 

  〇 税制改正により活用可能性が高まった企業版ふるさと納税をさらに推進するた 

め、地方自治体と企業とのマッチング機会の創出や経済界への制度周知等の支援 

(3) ＳＤＧｓの推進に対する支援 

 〇 本県で開催予定の「ＳＤＧｓ全国フォーラム」において、全国的な取組となる 

よう、その広報や機運醸成に向けた支援 

１．提案・要望内容 

２．提案・要望の理由 
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(1)(2) 地方創生関連交付金・企業版ふるさと納税の活用状況 

本県における交付金事業額（事業費ベース）、企業版ふるさと納税寄附額  

 
 

○地方創生拠点整備交付金により整備した施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 本県のＳＤＧｓの取組状況  

    〇 本県では、ＳＤＧｓ未来都市に選定されるとともに、ＳＤＧｓの特徴を生かした 

基本構想を策定し、県民との交流会やワークショップ、さらに企業と連携した「滋 

賀ＳＤＧｓ×イノベーションハブ」などを実施。 

  〇 令和３年度には、全国で３回目となる「ＳＤＧｓ全国フォーラム」を開催（予定） 

し、産官学が連携して社会の変革に向けたアイデアを生み出していく。 

 

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

地方創生拠点整備交付金 1,036,995千円 951,714千円 19,725千円 - -

地方創生推進交付金 239,138千円 1,067,826千円 1,024,562千円 1,141,243千円 1,156,550千円

企業版ふるさと納税寄附額 1,100千円 6,207千円 10,530千円 集計中 -

交付決定を受けた年度で整理 

（本県の取組状況と課題） 

■「近江の地酒」醸造技術強化推進事業 

 
（画像は麹製造室） 

■ビワイチサイクリングランド計画 

 

担当：総合企画部企画調整課 

企画第一係   077-528-3313 

■県内大学によるＳＤＧｓの取組 

 

■県民とのワークショップ 

「2030 年の滋賀と私を考える会議」 

  

令和２年度は大学の垣根を越えて取組をつなげる 
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